
 第4章 転勤の必要性・課題等の再整理と今後の施策の方向性

 第1節 公務における転勤の必要性・課題等の再整理

前記第3章第1節のとおり、民間企業においても、様々な施策を講じつつも転勤がある企業
が相当数に上っている。公務においては、法令で定められた職務の遂行のため、例えば、海上
保安官、刑務官、入国警備官など現場に多大な人的リソースを投入する必要がある場合や、へ
き地や海外で勤務する要員を確保しなければならない場合など、職員を配置すべき職場と必要
とする人材の居住地が遠く離れているときには、採用時の配置又は採用後の転勤によらざるを
得ない。
このように、転勤によらざるを得ない場合がある一方、近年の情報通信技術の発達や交通の
利便性の高まりによって、その場所に職員を配置する必要性自体が薄れているなど、必ずしも
転勤によることなく行政上の目的を達成できる場合もあると考えられる。例えば、人材育成の
ための転勤のうち、マネジメント能力のかん養という点については、転居が不要な職場におい
て必要な経験を付与することで、必ずしも転勤を経験させずとも一定の効果を上げることが可
能と考えられる。

前記第2章第1節のとおり、各府省ヒアリングを通じて、府省ごとや人事グループごとに
様々な観点で転勤を行っているものの、各府省では、必ずしも目的に応じた転勤の重要性や必
要性の違いを明確に区別せずに、従来からの定期人事異動の一環として転勤が行われているこ
とがうかがわれた。
前記第2章第1節の各府省ヒアリングでは、子育て、介護等で転勤が困難な職員に配慮して
いる結果、転勤する職員に偏りが生じているといった声も聞かれた。第2章第2節の職員アン
ケートの結果（図2－10）によれば、転勤に肯定的な意識を持っている職員の割合は全体とし
て5割弱は存在する中で、転勤に対する意識は配偶者の有無等によって大きく傾向が変わるも
のではなく、配偶者がいて就業している場合でも、4割を超える職員は転勤に肯定的な意識を
持っていることも確認できる（図2－14）。
これらのアンケート結果や各府省ヒアリングを踏まえると、各府省においては、職員の外形
的属性による無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）によって、例えば、家族を有す
る職員に対して転勤の可否を深く確認せず、まずは独身の職員を転勤の候補者とするなど、実
際には転勤が可能な者を十分に把握できていない可能性もある。
また、若年齢層の職員、子育てや介護を行っていない職員の中にも、転勤に否定的な意識を
持っている職員が一定割合存在することからすると（図2－11、図2－15及び図2－16）、既
に転勤が人事管理上の喫緊の課題となっている府省はもとより、ヒアリングで現時点では転勤
は課題とはなっていないとした府省においても、今後、人材確保や円滑な組織運営に当たって
問題が顕在化する可能性がある。

以上のような状況の下で、個々の転勤を検討するに当たっては、各府省において単に従来ど
おりの慣行として転勤を続けるのではなく、人材確保や円滑な組織運営の観点から、改めて転
勤の必要性を検討することが必要ではないか。
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その際には、どのような目的で転勤を実施するのか、従前は相応の目的があったとしても、
社会情勢が変化する中で現在も相応のコストをかけて実施する必要性があるのか、転勤可能な
職員が確保できるのか、転勤以外の手段により代替できないのかなど、様々な観点から転勤の
必要性を検討することが必要である。

その上で、組織としての必要性が必ずしも高くない転勤があれば、その職員を転勤させる必
要があるのか、転勤を伴わない現地の職員を異動させること等を含め、代替措置について検討
を行うことが必要である。
例えば、前記第2章第1節7のとおり、多くの府省では、業務の合理化や働き方の見直しの
観点から、事務の集約、AIの活用、外部委託の促進、手続のオンライン化等を既に行ってい
るが、これらの取組を更に推進していくことが考えられる。
このほか、異動範囲の限定や遠距離通勤を認めることによる転勤を伴わない人材育成やジョ
ブローテーションの強化、官署が所在する地域での採用強化、府省や人事グループをまたいだ
地方機関同士の人事交流・併任、転勤ではなく引っ越しを伴わない一定期間の出張による業務
への対応、地方公共団体との連携、定期的な監査・内部チェック体制の徹底による不正防止な
ど、様々な方法を具体化することにより前記の目的を達成できる転勤については、見直してい
くことが考えられる。

また、今後、日本の人口減少が見込まれる中で、将来にわたって公務を担う人材を確保する
とともに、全国津々浦々に必要な行政サービスを提供し、様々な課題に対応していくために
は、府省間の連携や役割分担のほか、地方公共団体や民間企業等との協力の在り方なども検討
の対象になると考えられる。
なお、例えば、配偶者の転勤に同行することや高齢の親を介護するため地元に戻ることを希
望する場合のように、職員側が特定の地域への転勤を希望することも考えられる。このような
転勤希望に対しては、個々の職員と丁寧にコミュニケーションをとりつつ、仕事と生活の調和
の観点から、可能な範囲で勤務地の希望を踏まえた人事配置に努める必要があると考えられる。

 第2節 転勤に係る施策の方向性

前節で述べたとおり、転勤の意義や目的に照らしてその必要性を見直すことは、持続可能な
公務のためにも重要である。しかし、その結果、一部の転勤を廃止・縮減したとしても、職員
が全国津々浦々で働き行政サービスを提供するためには、転勤自体がなくなることは考え難
い。
このような状況の下、転勤に対する職員の意識は様々であることを踏まえると、転勤を命じ
るに当たっては、職員の意向や事情を具体的に把握し、勤務地・官職と職員の意向を丁寧に
マッチングしていくことが重要である。
また、転勤は職務命令に基づいて行われることからすると、本来、金銭面を中心とした負担
を職員に負わせることは適当でない。職員アンケートにおいても、「できれば行きたくない」
者にとって「転勤に伴う金銭的負担がある」ことが転勤したくない理由で最も多く、転勤に対
する金銭面での負担感が強いことが転勤を敬遠することにつながっていることがうかがえる
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（図2－21）。したがって、職員がその転勤を希望するか否かにかかわらず、少なくとも転勤に
対する金銭的負担感を軽減することが必要不可欠である。
これらを前提に、職員の意向に配慮した転勤とするための施策や転勤に係る負担軽減・円滑
化のための施策の方向性を以下検討する。

 1 職員の意向に配慮した転勤とするための施策の方向性
転勤を円滑に行う観点からは、採用時に転勤の有無等についての実情を踏まえた情報開示をよ

り積極的に行うとともに、採用後も職員の転勤に対する意識を把握し、今まで以上に丁寧な説明
で理解を得ることなどにより、職員の希望に沿わない転勤を減らしていくことが考えられる。
（1）採用時の情報開示・発信

国家公務員志望者が転勤の可能性があることを理解した上で働くことができるよう、特
に転勤が避けられない職種・人事グループへの採用に当たっては、多くの府省で既に行っ
ているとおり、転勤の有無、転勤の範囲、キャリアパスの中で転勤する時期等について、
採用後に認識の齟

そ

齬
ご

が生じないよう、志望者に転勤の実態を可能な限り具体的に説明し、
理解を得た上で採用することが必要である。
その際、転勤や異動のパターンは府省や人事グループによって様々であり、必ずしも全
ての職員が全国異動となるわけではなく、また、転勤に対する理解や考え方は人によって
異なることから、画一的な説明にとどまることなく、その時点における対象者の理解や採
用過程の進捗も踏まえつつ、場合によってはネガティブな情報も含めて、採用後の転勤の
実情を丁寧に説明することが必要である。
なお、公務職場における転勤について正しい情報を発信するとともに、本稿で言及した
ような課題や今後の改善の方向性を合わせて提示し発信することは、公務全体の魅力向上
にも資するものと考えられる。

（2）職員への説明と理解の確保
採用時には転勤があることに納得していた職員又は支障がなかった職員であっても、結
婚、出産、育児、介護のほか自身の健康状態など、採用後の様々な生活環境の変化によっ
て、転勤に対する考え方や許容性が変化することは避けられない。このため、各府省にお
いては、志望者のみならず、現に勤務している職員に対しても、その転勤が当該職員の
キャリアパスにおいてどのような意味を有するのかも含めて、転勤の目的や必要性を継続
的かつ具体的に説明していくことが求められる。
その際、職員アンケートで「どこにでもぜひ行きたい」理由として「経験を積めるか
ら」「色々なところに住みたいから」が上位に挙がっているように（図2－18）、転勤に
よって得られる能力、赴任先の職場や地域においてこそ得られる経験等について、より分
かりやすく言語化し、発信することも考えられる。
また、職員の側においても、転勤によってどのような経験が得られるのか、絶対に転勤
できないのか、転勤しないことによって自身にどのような影響があるのか、転勤しない場
合にはどのように業務上の実績を積み上げるのかなど、各職員が人生設計や生活環境の変
化等を踏まえ、自身のキャリアプランにおける転勤の位置付けについて考え続けていくこ
とが重要である。
人事管理を行うに当たっては、職員の意向を十分に把握することが必要であるが、とり
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わけ転勤については、転勤の可否、転勤可能な地域や時期、住居についての考え、それら
の背景となる職員の事情等、職員それぞれが転勤に対してどのような考えを持っているの
かを具体的かつ的確に把握した上で、可能な限り職員の事情に配慮することが必要であ
る。前記の職員アンケートにおいて転勤先の地域を重視する旨の回答が多かった（図2－
19及び図2－20）ことも踏まえると、例えば、部内公募等によって希望する勤務地に転勤
させることが考えられる。このほか、一部の府省で既に行っているように、転勤の期間を
あらかじめ明示すること、配偶者が職員である場合に同一又は近隣の官署に転勤させるこ
と、職員のライフステージを踏まえて転勤を一時的に免除して職員が対応可能となった時
点で転勤させることなども考えられる。
その上で、必ずしも職員の希望に沿えない転勤を命じざるを得ない場合には、可能な限
り丁寧に当該転勤の意義や目的を職員に説明し、理解が得られるよう努める必要がある。

（3）希望勤務地域に限定した人事配置の検討
転勤に関する職員の意向を反映させる観点から、民間企業における地域限定社員のよう
に、職員の転勤の範囲を制限することも考えられる。
もっとも、現状、各府省では、一部の地域に限定して異動するような人事グループを除
き、一定程度の転勤を前提とした人事管理がなされており、採用時から勤務地を限定する
ことに対して各府省のニーズは見られない。また、前記（2）のとおり、採用時点では転
勤に支障のない職員であっても、キャリアの途中で育児や介護等の事情により転勤できな
くなるケースも多く、職員の事情や転勤に対する考え方は常に変化する可能性がある。
前記のとおり、転勤の必要性を改めて見直す中で、各府省の人事管理の在り方が変わっ
ていけば、勤務地域が限られた職員が採用されて活躍する余地が広がっていくものと考え
られる。勤務地域が限られた職員のキャリアパスが確立され、対外的にも示されることで
地元志向の優秀な人材を公務に惹きつけることができれば、人材確保の裾野を更に広げる
ことができるものと考えられる。
なお、人事院では、令和8年度から、一般職試験（大卒程度試験）合格者の採用におい
て活用されるよう、初任地に関する受験者の希望を聴取し、各府省に提供することとして
いる。今後、勤務地に関する職員の希望や各府省における人事管理上のニーズ等も踏ま
え、地域ごとに作成する採用候補者名簿の作成単位の見直し等、地元志向に対応した採用
の仕組み等について更なる検討を進める。

 2 転勤に係る負担軽減・円滑化のための施策の方向性
前記のとおり、実際に転勤する職員に対しては、職務命令に応じて転勤することとなる以
上、少なくとも転勤によって生ずる負担を軽減する必要がある。
加えて、第2章第1節4で述べたとおり、全体として転勤を敬遠する職員が増えており、一
部の府省では人事管理上の課題となっていることに加え、転勤に伴う職員及びその家族等への
影響もあることを踏まえると、転勤可能な要員を確保するため、転勤のインセンティブとなり
得る措置やサポートを講じることが考えられる。
その際、育児や介護等のやむを得ない事情によって転勤することができない職員がいること
を踏まえると、新たな措置を講じるに当たっては、転勤をすることができない職員の勤務条件
を切り下げるのではなく、転勤することとなった職員に対する追加的な措置を講じることが適
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当と考えられる。
前記の職員アンケート結果や民間企業等の取組を踏まえると、新たな金銭的インセンティブ
の創設、引っ越し準備のための時間の確保、居住環境等を整えるための取組を講じることが考
えられる。
（1）新たな金銭的インセンティブの創設

現状、家財道具の購入・整理を始めとする引っ越しに付随する費用（引っ越し費用・旅
費を除く。）や、不在自宅の管理、赴任先からの帰宅費用、引っ越しに伴う諸々の手続の
作業負担のほか、転勤することに伴う精神的負担など、転勤する職員には既存の仕組みで
はカバーしきれない様々な負担が発生することになる。
また、例えば、本府省から地方機関に転勤となる場合には、本府省業務調整手当が支給
されなくなるとともに、地域手当の異動保障はあるものの、段階的にその支給割合が下
がっていくことなどにより、給与支給額が下がることとなる。給与は職務等に応じて変動
するものではあるが、このことが転勤に対する否定的な意識につながっていることは否定
できない。
上記の費用や負担への対応に加え、職員の属性や転勤の態様にとらわれず、転勤するこ
とに対するインセンティブを設ける観点から、既存の転勤に関する手当を再編・統合する
こと等により、転勤に伴う新たな金銭給付制度を創設することが考えられる。その際に
は、民間企業での取組例を踏まえ、一時金として支給することも考えられる。

（2）引っ越し準備のための時間確保
転勤は、本人のみならずその家族等にも影響を与えることから、各府省における運用上
の取扱いとして、余裕を持って準備ができるよう、転勤を命じる場合には可能な限り早期
の打診、内示等を行うことが考えられる。また、転勤に伴う引っ越し業者の選定、荷造
り、各種住所変更手続等のための時間を確保できるような仕組みを設けることなどが考え
られる。
なお、引っ越しに当たっては、様々な作業や手続が必要となる中で、各職員が行ってい
る引っ越し業者の選定等を効率化するとともに、職員の負担を軽減する観点からも、組織
としてこれらの手続を包括的に支援する仕組みを設けることも考えられる。

（3）居住環境等を整えるための取組
転勤が円滑に行われるためには、転勤先の居住環境を整えるほか、当該転勤に伴って別居

する家族への対応も含めて、負担を軽減する方策を講じる必要がある。このため、転勤に当
たって民間の賃貸住宅等を借り受ける職員に対する金銭給付との関係も踏まえつつ、前記第
1章第2節2のとおり、宿舎が不足する地域における対応を更に進めることが必要である。
なお、持ち家の状況や宿舎入居の希望等、職員の住居に関する事情や考え方は区々であ
り、転勤に当たっては、各府省人事担当と宿舎担当との間において、その職員の住居に関
する事情等を早期に共有することによって、宿舎への入居を希望する者がスムーズに入居
できるよう努めることが重要である。
また、赴任先の地方公共団体等において移住者への支援策がある場合には、当該支援策
等を各府省が転勤する職員に紹介することや、赴任先の住居とは別に住居を有する職員等
が帰宅しやすくなるように職場で配慮すること等、転勤する職員に対するサポートを充実
させることも考えられる。
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